
 
 
 

 

 

昨年 10月からサポート期間の更新を迎える

Plaza 財務会計のユーザの皆様にご案内してお

ります通り、Plaza シリーズのサポートが残す

ところあと 2 年（2 回の年次更新）となりまし

た。 

Plaza財務会計のユーザ様へ 

数多くのお客様が既に Plaza-i へマイグレー

ションしていただいておりますが、Plaza 財務

会計を一人で利用しているというお客様が、移

行しきれずにいらっしゃいます。 

Plaza-i はバイリンガル、多通貨という特徴

を持つ中小・中堅企業向け ERP システムとして

既に 150 社以上の会社でご利用いただいており

ますが、今回、上記のような Plaza 財務会計を

一人で利用しているお客様の為に、Plaza-i のス

タンドアロン版を用意しました。 

スタンドアロン版－低価格モデル 

このスタンドアロン版は、機能的には

Plaza-i と同じですが、一台のコンピュータで利

用することを前提に、ライセンス価格を従来の

Plaza 並に押さえた低価格モデルです。Oracle
も Personal Edition（PE）という 4 万円でご提

供可能なライセンスを使用します。 

スタンドアロン版で提供する Plaza-i はバー

ジョン 2 という、.NET Framework という最新

の環境で動作するプログラムです。 

最新環境で稼働するPlaza財務会計 

Plaza-i バージョン 2 はバイリンガル、多通

貨、マッチング等の Plaza 財務会計の便利な機

能はそのままに、しかし、ERP を強烈に意識し

たバージョン 1 のようにマスター管理、ユーザ

管理などに分かれておらず、1 つのプログラム

から全てのメニューを起動することが出来る Pl 
aza 財務会計のユーザ様にも違和感なくご

利用いただけるシステムです。 
また、Plaza 財務会計は Access2000 までし

かサポートしていないため、Vista 等では動作し

ませんが i は、Office2007 も含む、最新のコン

ピュータ環境で動作します。但し、Plaza-i はコ

ンピュータのリソースを多めに必要としますの

で、XP（SP2 以上）であれば 2GB 以上、Vista
であれば 3GB 以上のメモリーを推奨していま

す。 
また Plaza 財務会計では総勘定元帳照会並

びに印刷で、期を跨いだ出力が出来ませんでし

たが、Plaza-i では期を跨いで会計期間を指定し

出力することが可能になりました。 
また、Plaza-i は、四半期財務諸表対応、PDF

への出力、グリッド画面のエクセル転送、消費

税の伝票別税抜き処理による消費税申告書の出

力、電子帳簿保存法への対応等、最新の会計シ

ステムが備えるべき機能を備えています。 
従って、Plaza 財務会計のユーザの皆様には、

Plaza のデータがコンバージョン可能で、なお

かつ、最新コンピュータ環境で稼働する、機能

的にも進化した Plaza 財務会計が登場したとお

考えいただければ幸いでございます。 

固定資産につきましては、既に、減損会計

並びにリース会計に対応した Plaza-i 固定資産

をご利用いただいておりますが、給与計算につ

きましても、.NET Framework 環境に対応した

Plaza-i 給与計算を本年 3月にリリースいたしま

す。 

Plaza-i給与計算－3 月リリース 

Plaza-i 給与計算は、給与台帳、賃金台帳で、

「ゼロ金額を印刷しない」オプションをサポー

トし（無駄な項目を印字しなくなりました）、

また、暦年を超えた年月を範囲指定して印字で

きるようになりました。 
また、Plaza-i 給与計算モジュールのみ、移

行期間中については当面 Access2000 の MDB
をサポートします。但し、他の Plaza-i モジュー

ルと同じく、近い将来 Oracle に一本化していく

予定ですので、この機会に Personal Edition も

含む Oracle データベースへの移行も合わせて

ご検討下さい。 
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Oracleリリースの動向 

Windows 版に先行して LinuxとSolaris 版の

Oracle Database の新しいバージョン 12c がリ

リースされました。Windows 版は Linux などの

リリース後、半年や 1 年程度経ってからリリー

スされる傾向ですので、いましばらく先の話と

はなりますが、新機能について少し先取りした

いと思います。 

Oracle 12c 

Enterprise Edition ではマルチテナント・ア

ーキテクチャが注目されます。例えば ERP、
CRM、DWH など、今まで個別に扱っていた複

数のデータベースがある場合に、それらを 1 つ

のコンテナデータベース上で扱うことで、デー

タベースサーバのリソース（メモリやバックグ

ラウンドプロセス）を効率的に利用できると共

に、バックアップおよびレストア、パッチ適用

やアップグレードを一元的に運用管理すること

ができるとのこと。これにより運用コストの低

減が期待されます。 

マルチテナント・アーキテクチャ 

スタンバイデータベースにより可用性を高

める運用をされている環境においては、プライ

マリデータベースで障害が発生した場合には、

RMAN を使ってスタンバイから復旧すべきファ

イルをプライマリへ適用することができるよう

です。もちろん障害のあったプライマリを捨て、

スタンバイをプライマリに昇格するという方法

もありますが、プライマリの障害が軽度であっ

た場合にはこのような手法もとれるということ

と推察されます。復旧時間や作業の容易性など

から、バックアップのみではなく、いくつかの

選択肢があることはよいことだと思います。 

リカバリマネージャ 

また、誤ってテーブルを削除（drop）、デー

タ切り捨て（truncate）、間違ったスクリプトを

実行してデータを壊してしまうなどの人為的な

ミスに対しても、RMAN バックアップから単一

のテーブル単位でのリカバリも可能となり、従

来よりも簡単にかつ早く復旧できるようです。 

オプティマイザには大きな変化がありそう

SQLパフォーマンス 

です。あらかじめ Oracle が予測するより多くの

行が実際には返された場合など、より最適な解

析がされるように、新しい adaptive execution 
plan という仕組みによって試行してくれるよう

です。アプリケーション側の設計や実装におい

ても良いパフォーマンスが得られるようにイン

デックスの設計や SQL の構築を行いますが、一

方で、Oracle のコストベースオプティマイザに

よって適切な実行計画を立ててくれるはずが、

必ずしも常に良いパフォーマンスが得られない

ことはたまにありますので、その精度がより高

まる新機能は歓迎したいところです。 

Windows 8 と Windows Server 2012 の対応

予定とされている本バージョンについてですが、

2013 年の後半（7～12 月）というスケジュール

から、第 4 クォータ（10～12 月）に更新されま

した。弊社でもこれに合わせて Plaza-i が対応す

る OracleデータベースとOS のご案内ができる

よう、準備をしていきたいと思います。 

Oracle 11.2.0.4 リリーススケジュール 

 
 

Plaza-i 消費税率改定への対応 

消費税は 2014 年 4 月に 8％、2015 年 10 月

に 10％への税率改定が予定されています。 
今回は Plaza-i の消費税率改定への対応と注

意点についてご紹介させていただきます。 
また会計処理については他のシステムでも

比較的情報がありますが、請求に関してはあま

り情報がありませんので、こちらについても合

わせてご紹介させていただきます。 

Plaza-i では受注や発注等の取引ごとに国内

取引や輸出取引、輸入取引、三国間貿易を指定

し、日付と商品を入力することで設定に従い、

消費税率を取得し、自動計算します。 

Plaza-iでの基本的な消費税計算方法 

そのため基本的には伝票を入力される方が

消費税率を意識しなくとも正しく計上できるよ

うになっています。 
たとえば受注伝票を入力する際に「輸出取引」

と選択していただければ、自動的に伝票全体が

免税として計上されますし、受注発注処理の場

合に「三国間貿易」と選択していただければ受



注伝票だけでなく発注伝票も不課税取引として

計上します。 
また課税取引の場合には商品ごとに課税や

非課税を設定することで自動的に適切な消費税

率で計上することが可能です。 
今回のように税率が改定になる場合への対

応についても課税取引の税率を日付別に登録で

きますので、たとえば受注時点では 2014 年 3
月売上計上予定であったが、納品が遅れてしま

い実際には 2014 年 4 月に売上計上となってし

まった場合はシステムが自動的に 8％で計上す

ることが可能です。 
このように基本的な取引に関してはほとん

どの方が心配されてはいないと思います。 
そこで経過措置への対応や年間契約で売上

は月次で計上し、途中で税率が変更になる場合、

請求ではたとえば月次等で締め請求を行ってい

るが20日締めだと1枚の請求書で税率が混在し

てしまう、さらには 2014 年 4 月には適用され

ないでしょうが、軽減税率への対応についても

少し、それらの対応と注意点を記載させていた

だきます。 

工事等の請負契約などの一部の取引に関し

ては 2013 年 9 月以前に契約した場合、2014 年

4 月以降の売上に関しても消費税率を 5％とす

る経過措置へ対応するには前述の計上日による

自動計算が障害になります。 

経過措置への対応 

Plaza-i では手動対応にはなりますが、取引

ごとに経過措置対象であることを登録できるよ

うにし、その場合には税率の自動取得を行わな

い機能により対応します。 
経過措置の機能をご利用になる場合にはセ

ットアップ作業が必要になりますのでご注意く

ださい。 

Plaza-i ではソフトウェアや製品の年間保守

契約や役務業務の年間契約または有期契約を管

理し毎月の売上や請求を漏れなく管理できる

SVC サービス業販売管理システムがあります。 

保守料等の年間契約、月次分割売上 

事前に契約情報を登録しておくことで契約

更新や月別の売上を処理できる便利なシステム

ですが、消費税率改定についてはたとえば年間

契約の場合、その契約期間中に税率が変わると

いうこともあります。 

この場合の対応につきましては次項で弊社

運用例と合わせてご説明させていただきます。 

消費税率改定というと会計処理の話題が中

心になりますが、先ほどの例のように 20 日締め

の請求書を発行しているような場合には、たと

えば 2014 年 4 月 20 日締めの請求書には 3 月

21 日から 31 日までの消費税率 5％の取引と 4
月 1日から 20日までの 8％の取引とが混在する

ことになります。 

請求業務への影響 

Plaza-i ではそれぞれをきちんと分離して計

上しますので、このように税率が混在する請求

書の場合も5％の取引は5％で、8％の取引は8％
で正しく請求書を発行することができます。 

また請求締め時に請求総額で消費税計算を

行う場合も税率ごとに計算することができます。 
ここでご注意いただきたいのですが、現在、

ご利用の請求書フォーマットは明細ごとに税率

が記載されていない、計上日が記載されていな

い等で税率変更のタイミングは 2 回ですが備考

等でも対応できないという場合にはセットアッ

プ作業等が必要になる場合がありますので御社

運用のご確認をお早めにお願いします。 
また請求書以外にも特に外部帳票のデザイ

ン変更等、Plaza-i の標準バージョンアップでは

対応できない項目もございますのでご確認、ま

たは弊社担当までご相談ください。 

実際に適用されるかどうかは未定ですので

少しだけ記載させていただきます。 

軽減税率について 

2015 年 10 月に検討、また海外ではすでに

採用されている、食品等の特定の商品に関して

は税率を軽減する場合への対応に関しても

Plaza-iでは商品ごとに課税区分を登録すること

ができますので実際に適用された場合にもマス

ターのセットアップで対応が可能です。 

消費税率の改定につきましてはまだ確定し

ていないこともあり、どう対応するかお悩みの

方も多いのではないかと思われます。 

おわりに 

今回ご紹介させていただきましたように

Plaza-iでは消費税率の改定への対応を行ってお

ります。 



ただし請求書のケースや運用によっては個

別対応が必要な場合があります、また今回記載

させていただきました機能につきましては最新

のバージョンでの動作になりますのでバージョ

ンアップが必要になる場合があります。 
Plaza-i のユーザ様はご存じとは思いますが、

カスタマイズを行ったユーザ様でもバージョン

アップを行うことが可能です。 
またニュースレターでもご紹介させていた

だいておりますが、日々、新機能も増え進化し

ておりますのでこの機会にぜひバージョンアッ

プをご検討ください。 
消費税に関しても、その他のご相談に関して

も何かございましたら弊社担当までご相談くだ

さい。 
 

 

Plaza-i消費税率改定‐弊社運用例 

ソフトウェア保守料など年間契約で月次分

割計上を行う場合、例えば 2013 年 5 月からの

契約では 2014 年 4 月をまたぐため、消費税率

が混在しますが、このような場合の消費税の計

上および請求についての Plaza-i での運用例を

ご紹介させて頂きます。 

はじめに 

SVC では一つの受注で、時の経過やサービ

スの提供状況に応じ分割して売上計上するため、

受注伝票に売上計上予定を登録します。ここで、

一つの受注で消費税率が途中の売上分から変更

になる場合に、①事前に売上計上予定に適切な

税率で登録しておく方式と、②売上計上時に適

切な税率で計算する方式のいずれかを選択する

ことができます。 

消費税計算方法区分 

この二つは受注タイプマスターの消費税計

算方法区分で①売上計上予定単位または②受注

明細単位を設定することで選択可能です。 
また、会計処理だけでなく実際にはどう請求

するかを気にされている方も多いかと思います

が、5%で事前請求を行い、差額を後から追加で

請求することも標準機能で可能ですので合わせ

て紹介させて頂きます。 
※以下、バージョン V2.01.12 を利用し、

2014/04/01 から消費税率 8%への変更が確定、

Plaza-i消費税関連マスターを設定した前提での

説明となります。 

受注伝票の売上計上予定登録の段階で、売上

計上予定の税率を計上会計期間に応じて適切な

税率で登録します。例えば、2013 年 5 月から

2014 年 4 月に 12 ヶ月に分割して売上を計上す

る場合、2013 年 5 月～2014 年 3 月までは税率

5%、2014 年 4 月は税率 8%で登録します。計上

会計期間を入力すると税率は消費税率マスター

から自動取得しますので入力者の方は特に税率

を意識する必要はありません。 

①売上計上予定単位 

請求に関しては、売上計上予定の段階で事前

に適切な税率で登録しますので、前受請求の場

合でも、売上計上予定に登録した税率の通り、

請求締めを行って請求書を作成し、請求するこ

とができます。 

売上計上予定の段階では税率は受注明細の

税率で登録しておき、売上計上処理時に消費税

率マスターの設定に従い、システムが消費税を

自動で計算します。このとき消費税増税分の差

額がある場合は、売上計上処理で作成される売

上伝票に追加分の請求入金予定が作成されます。

例えば、受注日が 2013/05/01 であれば、売上計

上予定の登録の段階では 2013 年 5 月分も 2014
年 4 月分も全て税率 5%で登録します。2014 年

4 月の売上を計上する際に消費税率 8%で売上

が計上され、売上計上予定で事前に登録してあ

った 5%との差額分の請求入金予定を売上伝票

に追加で作成します。 

②受注明細単位 

請求に関しては、売上計上後に差額分の（確

定した）請求入金予定が作成されますので、差

分だけで請求を行うことも、次回の請求とまと

めての請求締めを行うことができます。 

サービス契約承認取込で作成される受注伝

票についても消費税計算方法区分に従って売上

計上予定の税率がセットされます。 

サービス契約について 

既に作成されている受注伝票については、売

上計上予定単位を選択している場合は消費税率

マスターの設定変更後に、計上予定の修正が必

要となりますが、受注伝票の売上計上予定編集



を開き、保存ボタンを押す操作のみで修正が可

能です。 
弊社でも Plaza-i 保守料の売上計上、請求入

金管理には Plaza-i を利用しており、既にご案内

させて頂きました通り、2014/04/01 から消費税

増税（8%）が実施された場合、2014 年 4 月以

降に関わる保守料部分については事後的に消費

税増税額分を別途ご請求させて頂きますが、こ

のような弊社の運用の場合、消費税率の変更が

確定した段階で請求予定も確定したいので、消

費税計算方法区分は売上計上予定単位を選択し

ます。 

本機能を利用しない場合、SVC サービス契

約の途中で税率を変更する場合、変更分は修正

分の受注伝票を登録して頂く必要があります。 

おわりに 

本機能をご利用頂くためにはバージョンア

ップが必要となります。 
 

リモートデスクトッププロトコル（RDP）8.0 

Windows Server2012、Windows8 がリリー

スされてから半年以上が経過しました。 
Windows Server2012、Windows8、新たに

強化されたリモートデスクトッププロトコル

8.0 についてご紹介致します。 

Windows NT Server 4.0, Terminal Server 
Edition から登場したターミナルサービスが「リ

モートデスクトップサービス（RDS)」に名称が

変更されました。 

リモートデスクトッププロトコル(RDP)とは 

Windows コンピューターやシンクライアン

ト専用端末から、サーバ上のデスクトップへの

接続を提供するもので、エンドユーザーは、RDS
のクライアントソフトウェアを実行することで

自端末からサーバに接続して、サーバ側のリソ

ースを使用してアプリケーションを実行するこ

とができます。 
クライアントとサーバとの接続には、リモー

トデスクトッププロトコル（Remote Desktop 
Protocol：RDP）が使用され、クライアントか

らキーボードやマウスの入力がサーバに送信さ

れ、サーバからデスクトップ画面をクライアン

トに送信し、表示する仕組みを取ります。 
Windows Server2012、Windows8 では最新

の RDP8.0 が導入され、特に、WAN 対応機能と

エクスペリエンス機能が改善および強化されて

います。 

RDS8.0 の新機能の中で、いくつか目立った

機能を御紹介します。 

RDP8.0 の新機能 

 
●接続品質の自動検出 

RDP8.0 対応のリモートデスクトップ接続

クライアントは、接続先との間のエンドツーエ

ンドのネットワーク品質を自動検出し、品質に

応じてパフォーマンスとエクスペリエンス機能

を最適化します。 
●帯域幅の状況の表示 

RDC クライアントを全画面表示モードで

実行すると、現在の帯域幅を示すポップアップ 
ウィンドウと視覚的なインジケーターの両方に、

接続時に検出された帯域幅が表示されるように

なりました。帯域幅は、信号強度メーターによ

く似たアイコンで表示されます。 

 
●RemoteFX for WAN 

RDP8.0 はトランスポートプロトコルとし

て 従 来 の TCP(3389/TCP) に 加 え て

UDP(3389/UDP)をサポートし、接続品質やコン

テンツの種類に応じて適切なトランスポートが

自動選択されます。インターネットだけでなく、

3Gや 4Gなどの携帯電話等の低速なデータネッ

トワークでもリモートデスクトップが利用可能

となる事が期待されます。 
●RemoteFX USB デバイスリダイレクト 

ローカルに接続された USB デバイスを、

Windows8Enterprise 仮想デスクトップもしく

は Windows Server2012 のリモートデスクトッ

プセッションホストにリダイレクトして利用で

きます。この機能を利用すれば、シンクライア

ントの USB 端子に接続した USB メモリ、プリ

ンタ、Web カメラなどが、VDI 上で利用できま

す。 
 



●RemoteFX 仮想 GPU(VGPU) 
Hyper-V のホストサーバに接続された

GPU(Graphics Processing Unit)を仮想化し、

RemoteFX 3D ビデオアダプターとして仮想デ

スクトップに割り当てる事が出来ます。対応す

るアプリケーションにもよりますが、CAD 等、

今まで VDI で難しかった作業も行えるようにな

りました。 
低速な WAN 環境への対応とネットワーク

帯域が可視化出来るようになった事は評価に値

すると思います。 
弊社でも引き続き RDP8.0 環境の検証を行

い、有益な情報がありましたら、またご紹介さ

せて頂きます。 
 

 

Plaza-i新機能－商品名 2 

本稿では、商品マスターの「商品名正式 2」
（以下、「商品名 2」）について、ご紹介させ

ていただきます。 

はじめに 

商品名 2 は、商品名を補足する名称等を登

録する目的で利用します。例えば、メーカーの

型式・型番、カナ名、あるいは、商品名が正式

名の 40 バイトで足りない場合に、利用します。 

V2.00.27 より、会社別オプション「MST 商

品名 2 利用方法区分」が追加され、商品マスタ

ーの商品名 2 を、伝票入力時に、摘要明細フィ

ールドに、転記することができるようになりま

した。 

摘要明細を商品名として利用する 

各伝票で商品コードを入力した際に、通常は、

正式名が伝票明細の商品名に複写されますが、

正式名 2 の型番などの情報も伝票明細の摘要明

細に転記することができます。 
また、摘要明細の情報は、商品名と同様に、

見積伝票から受注伝票へ、受注伝票から売上伝

票へ、（受発注取引であれば）受注伝票から発

注伝票へ、発注伝票から仕入伝票へと転記され

ていきます。 
これにより、摘要明細のフィールドを、「商

品名 2」として利用することができます。 
諸口品など、商品マスターに商品名を登録せ

ず、伝票入力のつど、商品名を入力する場合に

も、摘要明細に商品名の補足情報を入力するこ

とで、商品コード品と同様に、摘要明細を商品

名 2 として利用することができます。 

この摘要明細は、SOE 汎用見積書、DRS 汎

用納品書、ARS 汎用請求書等の汎用帳票に出力

することができます。 

帳票出力 

商品名、摘要明細のフィールドは、ともに

40 バイトですので、これらを上下にレイアウト

することで、外部帳票等においても、摘要明細

を商品名 2 として利用することができます。 

商品名 2 の機能につきましては、SOE 販売

管理、PUR 購買管理、DRS 物流管理の物販系

基幹系モジュールを中心に、広範にサポートし

ていますが、SVC サービス業販売管理、PRJ プ

ロジェクト管理などの一部のモジュール、及び、

一部機能ではサポートしておりません。 

おわりに 

本機能の詳細につきましては、ユーザーズガ

イド、SOE マスター（章）、商品・商品単価マ

スター登録（節）の次の、ヘッダ＆基本情報タ

ブ（節）、商品名 2 の適用範囲（項）の説明を

ご参照下さい。 
現状、サポートしていないモジュール・機能

につきましても、カスタマイズにより機能拡張

をすることが可能です。 
本機能の利用をご検討のユーザ様は、弊社設

計を担当したコンサルタントもしくは営業にお

問い合わせください。 
 
 

最新のPlaza-iバージョン情報 

平成 25 年 7 月 9 日現在までリリースしてお

ります最新のバージョン情報をお届けします。 
 

Plaza-i.NET    V2.01.11.10 
Plaza-i 給与計算システム V2.0.4.35 
 

なお、Plaza-i給与計算システムは弊社ホー

ムページ（http://www.ba-net.co.jp/） 
NEWS and TOPICS にも掲載しております。 

http://www.ba-net.co.jp/�


教育資金の贈与税の非課税措置 

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課

税措置」が平成 25 年度税制改正により創設され、

平成 25 年 4 月 1 日より施行されています。教

育資金の贈与については、現行制度でも扶養義

務者間で「必要な都度」支払われる場合、贈与

税は非課税とされていましたが、この創設され

た制度により、「一括」で贈与しても要件を満

たせば非課税とされることとなりました。今回

はこの創設された非課税措置についてご説明致

します。 
 

受贈者（30 歳未満の者に限る）の教育資金

に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、

金融機関に信託等した場合には、信託受益権の

価額又は拠出された金銭等の額のうち、受贈者

1 人につき 1,500 万円（学校等以外に支払われ

る金銭については 500 万円が限度）までの金額

に相当する部分の価額については、平成 25 年 4
月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日までの間に拠

出されるものに限り、贈与税を課されないこと

とされます。 

１．制度概要 

 
非課税拠出額から教育資金支出額を控除し

た残額については、受贈者が 30 歳に達した日に

贈与があったものとして贈与税が課されます

（受贈者が死亡した場合は非課税）。 
 

 

(1) 学校等に対して直接支払われる入学金、 授

業料など（ 1,500 万円が限度）  

２．教育資金の範囲 

(2) 学校等以外（ 学習塾、 水泳教室や音楽教室

など） に対して直接支払われる金銭で社会

通念上相当と認められるもの（ 500 万円が限

度）  
※ 学校等とは、 学校教育法に規定する学校、

専門学校、 保育所などをいいます。  
※ 支出を証明するために、 領収書等の提出が

必要になります。  
 

(1) 提出義務者 

３．適用のための手続き 

教育資金の贈与を受ける受贈者 
(2) 提出書類 

教育資金非課税申告書 
(3) 提出先 

取扱金融機関の営業所等（ 経由して税務署

長に提出）  
(4) 提出期限 

預貯金の預け入れをする日、 信託がされる

日、 又は有価証券を購入する日 
 

(1) 生前贈与加算が適用されないため、 相続開

始前 3 年以内にこの教育資金の一括贈与を

行っても相続税の課税価格に加算されませ

ん。  

４．その他留意事項 

(2) 取扱金融機関との契約締結前に贈与を受け

た金銭等については、 この適用を受けるこ

とができません。  
 

平成 25 年 7 月末現在、この教育資金の非課

税措置は、一部の都市銀行や地方銀行、信託銀

行などが取り扱っていますが、各金融機関で事

務手数料や管理報酬は異なりますので、どの金

融機関を利用するのかは十分に検討が必要とな

ります。 

５．まとめ 



適用要件の判定 

① 基準年度給与等支給額との比較 

105,000 千円  ≧ 100,000 千円×105% 

② 前事業年度給与等支給額との比較 

105,000 千円  ≧ 100,000 千円 

③ 前事業年度平均給与等支給額との比較 

5,250 千円  ≧   5,000 千円 

 

 

 

 

税額控除額 
（ 105,000 千円－100,000 千円） ×10%= 500 千円 
 
給与増加に伴う 会社の実質負担額 

5,000 千円－500 千円= 4,500 千円 

所得拡大促進税制 

平成 25 年度税制改正において、個人の所得

水準の底上げを図ることを目的として、所得拡

大促進税制が創設されました。当該制度は法人

または個人事業主が適用対象となっていますが、

今回は法人を前提としてご紹介いたします。 
 

(1) 概要 

所得拡大促進税制とは 

当該制度は、国内雇用者に対する給与等(注 1)

を増加させた企業については一定の税金を控除

します、という企業に対する税制優遇制度です。 
 

(注 1) 給与等とは… 

国内雇用者（役員の特殊関係者及び使用人兼務役員を除きま

す。）に対して支給する給料、賃金、賞与及びこれらの性質を

有する給与（現物給与を含みます。）で、適用事業年度におい

て損金算入されるものをいいます。また、住宅手当、残業手当

などは含まれますが、退職手当など給与所得とされないものは

含みません。 

なお、決算時において決算賞与として未払計上しているもの

で損金算入されるものについても含まれます。 

 
(2) 内容 

平成 25年 4月 1日から平成 28年 3月 31 日
までの期間内に開始する各事業年度において、

青色申告法人が下記要件を満たす場合には、雇

用者給与等支給増加額(注 2)の 10%相当額につき

税額控除をすることができます。なお、控除額

は法人税額の 10%（中小企業等は 20%）を限度

とします。 
 

(注 2) 雇用者給与等支給増加額とは… 

適用事業年度の給与等支給額から基準年度(注 3)の給与等支

給額を引いた金額をいいます。 

(注 3) 基準年度とは… 

平成 25 年 4 月 1 日以後最初に開始する事業年度の直前の事

業年度をいいます。例えば、3 月決算法人の場合、平成 25 年 3
月期が基準年度となります。 

 
 

(3) 要件 

① 基準年度(注3)と比較して給与等支給額

が 5%以上増加 
② 給与等支給額が、前事業年度を下回ら

ないこと 
③ 平均給与等支給額（雇用者一人当たり

の支給額をいいます。）が、前事業年度

の平均給与等支給額を下回らないこと 
 

(4) 税額控除額 
  雇用者給与等支給増加額×10% 

 

 

参考 －3 月決算法人の場合－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

給与等支給額 
100,000 千円 
(平均給与

5,000 千円×

20 人) 

 
 
 
給与等支給額 
105,000 千円 
(平均給与

5,250 千円×

20 人) 

平成 25 年 3 月期 
(基準年度) 

給与等支給増加額 
5,000 千円 

増加部分 ×10% = 500 千円 
（ 税額控除額）  

100,000 千円

から５ ％up 

①、②、③の要件をすべて満たしていることから、 
税額控除を適用することができます。  

 

平成 26 年 3 月期 
(適用事業年度) 



雇用促進税制は、平成 23 年度税制改正にお

いて創設され、平成 25 年度改正でその税額控除

額が拡充されていますが、所得拡大促進税制と

雇用促進税制とは有利選択となっており、重複

適用はできません。 

雇用促進税制との関係 

なお、所得拡大促進税制については、雇用促

進税制のようにハローワークに雇用促進計画を

事前に提出しなければならないなど、特段の手

続きを行う必要はありません。 
 

所得拡大促進税制は、企業が利益獲得のため、

従業員のインセンティブを増加させた時に、給

与増加に伴う負担額を税額控除という形で実質

的に軽減することができるという利点がありま

す。また、事前手続きの必要がなく、上記要件

を満たすことで当該制度の適用を受けることが

可能ですので、申告書作成時に適用の可否をチ

ェック下さい。 

おわりに 

  



 

  

  

Visit our web sites at 

http://www.ba-net.co.jp 

http://www.aiwa-tax.or.jp 

 

 

 

 


	NL1307
	Oracleリリースの動向
	Plaza-i 消費税率改定への対応
	Plaza-i 消費税率改定‐弊社運用例
	リモートデスクトッププロトコル（RDP）8.0
	Plaza-i新機能－商品名2
	最新のPlaza-iバージョン情報
	教育資金の贈与税の非課税措置
	所得拡大促進税制




